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事業名称完了実績報告書

	

	事業主体名
	一般社団法人復興支援士業ネットワーク

	対象地域
	宮城県宮城郡松島町

	事業概要
	· 空き家を空き家バンクに登録させ不動産流通ベースに乗せる事で空き家状態解消を目指す。
· 空き家の適正管理や活用（賃貸･売買）もしくは解体に至るまで様々な相談に対応するように相談会を実施する｡
· 相談会を通じて空き家をどの様に有効活用するかどう管理するか、共に考え所有者や地域にとってベストな対応を行う
· 空き家が出ない様相続登記の徹底や空き家バンクへの登録を主眼とし、空き家発生予防の見地から成年後見、遺言書の作成等の指導も併せて実施

	事業の特徴
	· 行政と地域の専門家等との連携体制の構築
· 相談会の実施　令和6年10月から令和6年11月の計2回

	成果
	空き家解消に関する提案
· 相談会2回開催　相談件数9件、延件数12件、現場調査2件


	今後の課題
	・長い間（10年以上）放置していた空き家が多い。その結果、空き家の再活用が難しい。ゆえに空き家を処分しないといけない案件が多い。しかし、処分をするには200万円程費用かかる。その為土地を売却しても解体費用等を捻出できない事例が多い。



１．事業の内容
（１）事業の概要と手順
1 専門家による連携体制の構築
当社団は、専門家の連携による相談体制の構築と相談に対応・相談に基づき課題解決につながるアドバイス・補助金情報の提供。空き家改修のためのプレゼン。空き家の発生抑制、除却、利活用等の実施と結果を相談者に報告。これにより空き家住宅所有者をはじめ市民の方々の受容する効果は、①きめ細やかなサービスの受領②住み良さ暮らしやすさの向上③地域への愛着の向上④多様な交流促進⑤心の豊かさの向上⑥地域または相談者の課題解決または課題整理⑦賃貸収入および不動産売却益が見込める。空き家利用者が需要する効果は①格安で空き家を借りられる。特に地方の場合は移住促進のために相場よりも物件価格が安く設定されていたり、不動産仲介業者へ仲介手数料を払わずに物件を買ったり、借りたりできる。②空き家バンクを通じて移住者が増えると、地域の人口が増え、地域活性化につながる。
2 相談会の実施
相談会の開催回数及び方法、及び現地調査・記録及びその後のフォローに分けて説明する。相談会では、相続登記義務化の前に空き家の解消としての相続登記の徹底と空き家バンクへの登録、空き家予備軍を出さない為に成年後見、遺言書の作成等の指導を同時に実施した。なお、相談者から相談料を取らないものとする。
· 相談会の開催回数は、１０月～１１月までの間に２回とする。なお、一人の方の相談は2回までとした。
· 相談会の開催方法と記録は以下の通りとした。まず相談者が来訪したら、相談内容をＦＰが現状について聞き取り論点を整理する。１回目の相談は、聞き取った情報をもとに行政書士・宅地建物取引士・司法書士が中心になって相談者から詳細に聴取を行う。第１回目の相談会で現状の認識とその対応、手順を追って説明をする。その際、２回目の相談に必要な書類・写真・資料の提出をお願いした。１回目の相談が終わったら、相談シートを基に専門家同士で打合せを行い、方針決定をした。現地調査が必要な場合、相談に応対した者を中心に団体として責任をもって対応した。２回目の相談は、現地調査の結果を基に等空き家住宅に関する専門家の意見を踏まえ不動産実務・法務・税務・清掃・リフォーム等解決策の提示・説明を行う。相談会ではお金部分はＦＰと税理士が対応する。リフォームでは建築士が対応する。行政担当者と複数の有資格者が連携対応する事で、空き家バンクへの登録と活用を進めた。
· 相談会後のフォローは以下の通りとした。相談会での相談内容や論点整理した内容はコピーをした上で相談者に渡す。相談終了後の動向調査の実施方法は、相談会終了後に実施する現場実調の際や電話で確認する事で動向調査を実施した。相談会では、相談者が中々理解出来ない場合や一度理解したがまた解らなくなったというケースもある。その際は電話・メール・FAXで詳しく丁寧に何度も説明する事を心掛けた。リフォームについて提案した時は、分かり易くかつイメージしやすいようにした。

3 相談会の開催
相談会の開催は、以下の様に実施した。
· 一人の相談は２回受けるものとする。なお、相談者から相談料を徴取しない事とした。
· 相談者が予約の申込が来たら、相談内容を、ファイナンシャルプランナーが現状について聞き取り、論点整理をした。１回目の相談は、ファイナンシャルプランナーが聞き取った情報をもとに行政書士・宅地建物取引士・司法書士が中心になって相談者からニーズの聞き取りを実施した。空き家をどの様にしたら良いのかという事態になった場合、第１回目の相談会で現状の認識とその対応等、手順を追って説明を実施した。その際、２回目の相談に必要な書類・写真・資料の提出のお願いをした。
· １回目の相談が終わったら、相談シートを基に専門家同士で打合せを行う事で物件調査及び解決に向けた方針を決定した。現地調査が必要な場合は、団体の責任として対応する事とした。
· ２回目の相談は、現地調査の結果を基に、建築士・税理士・司法書士・解体業者等空き家住宅に関する専門家の意見を踏まえ不動産実務・法務・税務・福祉等解決策の提示・説明を実施した。
· 相談会では、空き家が新規に出ない様に、相続登記の徹底を促す事とした。また、相談内容によっては、成年後見制度の説明、遺言書の作成の指導も実施した。
· 
図 1相談会日程表
	実施日/受付時間
	１０：００～１５：００

	１０/１９ (土）
	松島町文化観光交流館
松島町磯崎町字浜1-2

	１１/３０（土）
	松島町文化観光交流館
松島町磯崎町字浜1-2



4 不動産調査の実施
不動産調査委依頼を受けて、現地調査（地勢・隣接地利用状況・公園や利便施設）、登記事項調査（登記事項証明書・地積測量図・公図）、役所調査（建築基準法関係・都市計画法関係の調査・その他の法令関係の調査）を実施した。
· 現地調査
1. 地勢…平坦地か傾斜地か等と付近にある崖の存在等、「役所調査」での調査内容に関係する物件状況を確認。
2. 隣接地利用状況…重要事項説明に隣接地の利用状況を説明するケースあるので、隣接地所有者情報は境界確認にも必要であり、登記事項の調査に加え現地調査を実施。
3. 公園や利便施設…公園や商店街など生活利便施設の充実度をはじめ学校区や学校までの距離の調査。
· 役所調査
1. 建築基準法関係・都市計画法関係の調査…都市計画や開発行為に関する制限内容、用途地域による各種の制限内容の確認。道路の種類と幅員の調査は自治体または都道府県道。国道は都道府県の担当部署で実施した。既存建物がある場合は建築確認や検査済証の交付確認をした。
2. その他の法令関係の調査…宅地建物取引業法施行令第3条では、説明すべき法令による制限として、建築基準法と都市計画法及びその他の法令を53項目指定している。対象物件に関わる制限の内容は自治体の担当部署で確認をした。

5 相談内容

1 
2 
3 
4 
5 
6 
相談内容は、主に、今住んでいる家を将来空き家にならない様にするにはどうしたらいいのか、空き家の売却と賃貸で貸せないか。保有している土地・建物を有効活用したい。自宅を売却したいが、相続登記が終っていない。不動産の生前贈与について。不動産を相続した場合の、相続手続きに関して教えて欲しい。例えば遺言書の作成等についてなどがあった。代表的な事例を５つ挙げる。
· 相談内容（ケース1）
松島町内に、本人名義の自宅がある。自分に万一の事態が発生した場合、どのような準備をしなければならないのか。
· 相談を受けての回答
まずは相続する財産を確認である。財産の中で、特に問題なのが家と土地であること。なぜなら、家と土地が金額面で一番大きく、分割しづらいからからであること。ゆえに早めに家の価値を把握し、どう分割するかはっきりしておく必要がある。相続人となった場合には、遺産分割協議を行い、土地や建物を相続した時には相続登記(名義変更)の手続きが必要となる。2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化され、相続をしてから3年以内の登記が必要となった。なお、正当な理由がないのに期限内に相続登記の申請義務を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となる旨の説明をした
さらに、家屋の売却を進める手段の一つとして空き家バンクへの登録を進めた。
· 相談を受けてのコメント
松島町では、相続が「争続」にならない為にはどうしたら良いか、自宅が空き家になる前にどのような対応が必要かという事前相談を多く見受けた。

· [bookmark: _Hlk192497199]相談内容（ケース２）
松島町内にあるう父親と叔父の共有名義になっている家屋について。叔父が行方不明で失踪宣告を受けている。失踪宣告を受けて７年以上たっている。土地の相続・税金・売却ができるか。できた場合いくらになるか。
· 相談を受けての提案
叔父が行方不明で、失踪宣告を受けて７年以上たっている。神奈川の家裁から仙台の家裁に事務が移管されているとのこと。失踪宣告はどうなっているのか仙台の家裁に確定しているのか・していた場合いつなのか問い合わせを指導した。普通失踪により死亡とみなされる日は、行方不明になってから7年が経過した日である。そして、失踪宣告の審判が確定してから10日以内に，市区町村役場に失踪の届出をしなければならないこと。届出には，審判書謄本と確定証明書が必要になるので、審判をした家庭裁判所に確定証明書の交付の申請が必要であることを説明した。
　届出は，不在者の本籍地又は申立人の住所地の役場にしなければならない。届出にあたっては，戸籍謄本などの提出を求められることがありますので，詳しくは届出する役場に問い合わせをするように指導した。
· 相談を受けてのコメント
[bookmark: _Hlk192498659]家屋等を処分する為には、まず相続登記が必須である。相続登記を実施したくても音信不通や行方不明の相続人がいる場合、相続登記が進まない事例が少なからず存在する。ただ音信不通や行方不明の相続人がいる場合の対処法はある。今回は、長期間にわたって行方不明の場合（失踪宣告）のケースについて説明をした。今回の場合、失踪宣告による死亡日がいつになるのかは、相続手続を進めるうえで非常に重要である。自分自身でやるのは非常に難しいから、その為には、経費は掛かるが専門家を入れて対応すべきである案件である。なお、本人は専門家を入れて対応するとのことであった。

· 相談内容（ケース３）
松島町内にある自宅について。現在、不動産（宅地・畑・山林）がある。畑は現在のところ義兄（故人）の名義になっている。温かい時期には、松島町で野菜や花を栽培している。年間に200万程売上を計上している。自分の息子達は農業に興味がない。自分は動けるうちに農業をやりたい人に引き継ぎあい。自分がいなくなったら将来的に自宅や敷地整理。将来空き家になった場合の処分方法について。自分名義になっていない畑の取得について。
· [bookmark: _Hlk192683319]不動産調査
相談を受けて、現場に建物の状況等実地調査。併せて役場及び法務局で権利関係を調査
· 現場調査を受けての提案
畑については、農地法第3条にかかわる問題なので、農業委員会に相談に行くように提案した。
実家処分する為には、まず相続登記が必須である。相続登記義務化に向けて、今回の事業を通じて空き家解消の為に相続登記を始めた。空き家の管理について業者を紹介した。
· 相談を受けてのコメント
相続が「争続」にならない為にはどうしたら良いか、自宅が空き家になる前にどのような対応が必要かという事前相談である。相談者は、今住んでいる家を将来空き家にならない様にするにはどうしたらいいのか、不動産を「負動産」にしないためにあらかじめ家族で話し合いをすべきである事例である。

· 相談内容（ケース4）
松島町内にある自宅について。近いうちに転居をすることのこと。その後、自宅が空き家となる。売却をしたいが、災害被災地域に指定されている。家屋を売却したくても思うように進まない。
· 不動産調査
相談を受けて、現場に建物の状況等実地調査。併せて役場及び法務局で権利関係を調査
· 相談を受けての提案
判断能力が著しく低下した場合、相談者の段階で対応することが非常に難しい。故に成年後見制度の利用を検討すべきであると提案した。
· 相談を受けてのコメント
松島町の場合、東日本大震災に加えて、その後に発生した令和元年台風19号被害等の自然災害が原因で、災害指定地域に指定された地域が存在する。ゆえに思うように売却が進まない地域が存在する。建物を解体しても新たな建物は建てられない。何らかの措置が必要である案件である。

· 相談内容（ケース５）
松島町内に土地がある。周囲の道路が狭いなど　売却が難しい土地である。どう活用したらいいのかについて相談をしたい。近隣様に土地を購入してもらえるかどうか打診したが難しいとのことである。なお、空き家バンクへの登録はしているとのこと。
· 相談を受けての提案
空き家バンクの登録をやり直して、町で協定を結んでいる不動産業者を紹介してもらい、業者に近隣との話し合いの仲介をお願いしたらどうかと提案した。
· 相談を受けてのコメント
相談の中には狭い道に囲まれていてその結果売却が思うようにいかない土地がすくなからず存在すると見受けられる。隣地と地道に話し合いを要する案件である

（２）成果
空き家解消に関する提案
空き家解消に関する提案
	相談会2回開催　相談件数9件、延件数12件、現場調査1件
３．評価と課題
①主な評価
1. 松島町では、専門家による横断的な相談会を開催した事がないとのことであった。町内で空き家対策（予防・管理・売却・賃貸や利活用）をどの様にしたらいいのか今まで悩んでいた人たちが、相談会に参加した事は意義があった。
1. 今回はテストケースということもあり、2回のみの開催であったが延べ12名の方が相談に訪れたことに意義はあった。
②主な課題
1. 空き家のまま放置する事はまずいという事を、町民の方々に対して今後も意識付けを行う必要がある。
1. ２０２４年４月に相続登記が義務化された。悩んでいる人が多いが相談会に足を運ぶ人はまだ少ないといえる。町と協議をして、集会所に開催案内の設置や空き家所有者に対して相談会開催案内の送付など集客方法について協議が必要であると考察する。
1. 所有者不明の空き家物件を町と協力してどのようにして対処していくのか。
1. 空き家の相談会と空き家バンクの登録は表裏一体といえる。空き家所有者にいかに相談会に来て頂き、かつ権利関係を整理したうえで空き家バンクに登録させるかについて町と協議をする必要があると考察する。
1. 相続登記ができていない案件がことのほか多い。原因は遺族間の相続協議が難航（代襲相続人が多くて手が付けられない・ほかの相続人の行方不明などで印鑑がもらえない）が考察される。
1. 空き家を、売却等するまでの間、管理する必要がある。空き家管理を外部業者に委託する場合でも自分たちで管理する場合でもと費用が発生する。空き家の維持管理に時間と費用が掛かるというジレンマがある。
1. 建物を解体したいが、土地の値段が安すぎるがために、土地を売却しても追加で費用支払いをしなければならない。土地の売却ができない場合、建物の解体費用に加え、固定資産税が大幅に上がるというジレンマがある。

４．今後の展開
1. 今回の活動は、当社団の専門家が中心であった。今後もできれば空き家対策事業を実施したいという。地元の団体や士業とも連携して、空き家の解消・地域の発展に結び付けていきたい。
1. 空き家問題に限らず、何かあったとき誰に・何を・どのようにして相談したらいいのかわらかないと考える方はいると思われる。どのようにしたら相談しようという思いになるのか、考えてみる必要がある。
1. 定期的に町内で無料相談会を開催することは非常に意義深いものがある。空き家解消にむけて、まずは何でもいいので、相談してみようという雰囲気を作り出す必要がある。
1. 
	■事業主体概要・担当者名

	設立時期
	2012年6月

	代表者名
	磯脇賢二

	連絡先担当者名
	磯脇賢二

	連絡先
	住所
	〒983-0838
	宮城県仙台市宮城野区二の森2-20

	
	電話
	022-762-8791

	
	メール
	contact@fukkou.nows.jp

	ホームページ
	http://xn--pckwbps6o0cv978arjlvmj87cnvqtn8e.com


※事業に関してご質問等がある場合は、上記連絡先にご連絡ください。

 

事業名 称   

事業主体 名  一般社団法人復興支援士業ネットワーク  

対象地 域  宮城県 宮城 郡 松島 町  

事業概 要     空き家を空き家バンクに登録させ不動産流通ベースに乗せる事で空き家 状態解消を目指す。      空き家の適正管理や活用（賃貸･売買）もしくは解体に至るまで様々な相 談に対応するように相談会を実施する｡      相談会を通じて空き家をどの様に有効活用するかどう管理するか、共に考 え所有者 や 地域にとってベストな対応を行う      空き家が出ない様相続登記の徹底や空き家バンクへの登録を主眼とし、空 き家発生予防の見地から成年後見、遺言書の作成等の指導も併せて実施  

事業の特 徴     行政と地域の専門家等との連携体制の構築      相談会の実施   令和 6 年 10 月から 令和 6 年 11 月 の 計 2 回  

成 果  空き家解消に関する提案      相談会 2 回開催   相談件数 9 件、延件数 12 件、現場調査 2 件    

今後の課題  ・長い間（ 10 年以上）放置していた空き家が多い。その結果、空き家の再活用が難 しい。ゆえに空き家を処分しないといけない案件が多い。しかし、処分をするには 200 万円程費用かかる。その 為 土地を売却しても解体費用等を捻出できない事例 が多い。  

  １ ．事業の内容   （ １ ） 事業 の概要と手順   ①   専門家による連携体制の構築   当社団は、専門家の連携による相談体制の構築と相談に対応・相談に基づき課題解決につなが るアドバイス・補助金情報の提供。空き家改修のためのプレゼン。空き家の発生抑制、除却、 利活用等の実施と結果を相談者に報告。これにより空き家住宅所有者をはじめ市民の方々の 受容する効果は、①きめ細やかなサービスの受領②住み良さ暮らしやすさの向上③地域への 愛着の向上④多様な交流促進⑤心の豊かさの向上⑥地域または相談者の課題解決または課題 整理⑦賃貸収入および不動産売却益が見込める。空き家利用者が需要する効果は①格安で空 き家を借りられる 。特に地方の場合は移住促進のために相場よりも物件価格が安く設定され ていたり、不動産仲介業者へ仲介手数料を払わずに物件を買ったり、借りたりできる。②空き 家バンクを通じて移住者が増えると、地域の人口が増え、地域活性化につながる。   ②   相談会の実施   相談会の開催回数及び方法、及び現地調査・記録及びその後のフォローに分けて説明する。 相 談会では、相続登記義務化の前に空き家の解消としての相続登記の徹底と空き家バンクへの 登録、空き家予備軍を出さない為に成年後見、遺言書の作成等の指導を同時に 実施した 。 なお、 相談者から相談料を取らないものとする。      相談会の開催回数 は、 １０ 月 ～ １ １ 月 までの間に ２ 回とする。なお、一人の方の相談は 2 回 までと した 。      相談会の開催方法 と記録 は 以下の通りとした。 まず 相談者が来訪したら、相談内容を ＦＰ
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